
個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称
全国消費生活情報ネットワークシステム（PIO-NET)に

おける相談情報

実施機関の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称
市民部 市民生活課 市民生活支援係

個人情報ファイルの利用目的

消費生活相談業務において、継続して相談者と連絡を取

る場合や、相談者からの問い合わせを受けた場合に個人

情報を利用する必要がある。また業務効率化のためシス

テムに入力し、データベース化する必要があるため。

記録項目
整理番号、氏名、住所、生年月日又は年齢、電話番号、

性別、相談内容等

記録範囲 阿南市消費生活センターを利用した相談者

記録情報の収集方法 本人

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地

(名 称)市民部市民生活課

(所在地)徳島県阿南市富岡町トノ町 12 番地 3

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

個人情報ファイルの種別

☑法第 60条第 2項第 1号

(電算処理ファイル)

□法第 60条第 2項第 2号

(マニュアル処理ファイ

ル)政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル

□有 ☑無

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

備 考



様式第１号

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 特別弔慰金請求書類

実施機関の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称
市民部 市民生活課 市民生活支援係

個人情報ファイルの利用目的 特別弔慰金を請求した事実を記録しておくため。

記録項目
整理番号、氏名、住所、生年月日又は年齢、電話番号、

戦没者氏名・生年月日・死亡年月日・もとの身分

記録範囲 特別弔慰金請求者

記録情報の収集方法 本人

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地

(名 称)市民部市民生活課

(所在地)徳島県阿南市富岡町トノ町 12 番地 3

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

個人情報ファイルの種別

□法第 60条第 2項第 1号

(電算処理ファイル)

☑法第 60条第 2項第 2号

(マニュアル処理ファイ

ル)政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル

□有 ☑無

記録情報に条例要配慮個人情報が含

まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

備 考


